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リブインピース＠カフェ

南スーダンPKO

駆け付け警護とは戦争すること

2015年11月29日

リブ・イン・ピース☆９＋２５
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9月19日未明戦争法強行採決

その後も闘いは続く リブインピースも

10月19日

11月16日
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戦争法成立後の動き
○PKO部隊の交代
○米艦船の南シナ海挑発と自衛隊活動「検討」
○2つの日米新機関発足（同盟調整メカニズム、共同計画策定メカニズム）
○武器輸出・軍事産業育成のための防衛施設庁発足（10/1）
○フランス「テロ」で共謀法なと゛
○国による沖縄辺野古工事強行と代執行提訴、沖縄県も逆提訴へ

１１月２２日南スーダンでのＰＫＯ（国連平和
維持活動）派遣部隊３５０人中、先発隊約１
００人が、中部空港より出発。陸自第１０師
団が中心（９次隊）

中谷防衛相は「この部隊には新任務（駆
けつけ警護など）は付与しない」と発言。
しかし、それは来年参院選後の派遣と新
任務追加を狙っているということ。
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自衛隊のＰＫＯ参加
・ＰＫＯ（国連平和維持活動）
・1992年
自衛隊はカンボジア停戦監視を
皮切りにＰＫＯに参加
憲法が禁じる海外派兵だが、
人道復興支援などの名目で
参加を強行

陸上自衛隊として戦後初めて

※1991年湾岸戦争後の掃海活動に
海上自衛隊が参加

・米ソ冷戦終結でも自衛隊の存在
意義を示すため

これまで自衛隊が参加したＰＫ

Ｏと「国際平和協力業務」

南スーダン、ルワンダ、
東チモール、ハイチ、
パキスタン、インドネシア、
ガーナ、マレーシアなど
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南スーダンＰＫＯ（１）
・２０１２年１月～ もうすぐ４年目
・当初の任務は人道復興支援や道路建設等
・３５０人の建設部隊（施設大隊）
・しかし２０１３年１２月の内戦勃発以降は国連施設内に閉じこ
もったまま。
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南スーダンＰＫＯ（２）
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南スーダンＰＫＯ（３）
国連施設から出ていない。
しかし、あたかも南スーダンで道路建設などをしているように
見せかけている。

写真は１１／１０防衛省
公開の動画より
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南スーダン
政府軍と反政府軍との武力衝突、内戦状態

2013年12月に政府軍と反政府軍との内戦が勃発
この時点で自衛隊は活動を停止し撤収すべきだった
しかし海外派兵の既成事実化、恒常化のために違法に継続

自衛隊が駐屯する首都ジュバでは、政府軍及び「武装勢
力」から国連PKO宿営地に逃げ込んだ避難民を守る構図

「駆け付け警護」を実行する
場合には、自らが内戦の当事
者となって政府軍を相手に戦
闘になる可能性が最も大きい

政府軍または反政府軍との
泥沼の戦闘に突き進む危険
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PKO国連３原則とＰＫＯ自衛隊派遣５原則

日本－－ＰＫＯ参加５原則
①紛争当事者間で停戦合意が成立
②受け入れ国を含む紛争当事者の同意
③中立的立場の厳守
④以上の条件が満たされない場合に撤収が可能
⑤武器使用は要員防護のための必要最小限に限る

※①の停戦とは、国または国に準ずる組織との戦闘はないということ

国連－－ＰＫＯ三原則
①主要な紛争当事者の受入れ同意
②不偏性、中立
③自衛及び

任務の防衛以外の実力の不行使
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国連ＰＫＯ自体の変遷－－停戦監視から｢平和強制｣へ

「第四世代のＰＫＯ」

第一世代 停戦監視

第二世代 平和構築（難民支援、選挙
支援、人道援助など）

第三世代 「平和強制」＝武力鎮圧

第四世代 統合ミッション
（平和強制」、「人道援助」をミック
スしたトータルな治安活動）

（参考：外務省ホームページより）

ｃｆ：米軍の「対反乱（ＣＯＩＮ）作戦」（2006年）
軍事作戦と、民心掌握のための民事作戦を統合
した住民支配のための軍事ドクトリン
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平和強制、敵の無害化＝せん滅－－コンゴの「介入旅団」
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国連、国連施設＝中立 ではない

・国連施設自体が住民の襲撃を受ける 怨嗟の的

・武装勢力の攻撃の対象となる

←特に９２年のソ連崩壊以降、米国一極支配のもとで、
国連ＰＫＯも変質・・・米国の利害・秩序を守る役割の傾向

国連施設も

攻撃にさら

されています
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国連と米軍が一体となって軍事介入した
ソマリア・モガディッシュの戦闘 （平和強制の破綻）
米国がソマリアＰＫＯから、そしてＰＫＯそのものから撤退するき
っかけとなった1993年の大事件。

。
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戦争法でＰＫＯ法がどうかわるか

①ＰＫＯ（国連平和維持活動）だけではなくなる
・国際連合平和維持活動・
・国際連携平和安全活動（ISAFなど）
・国際平和協力業務

②任務
巡回、検問、家宅捜索
住民の保護
駆けつけ警護

③武器使用
自己防衛
任務遂行

イラクでの巡回・家宅捜索
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「駆け付け警護」とは

「離れた場所にいる国連や民間ＮＧＯの職員、他国軍の兵士
らが武装集団などに襲われた場合に、現場へ向かい、武器を
使って助ける任務」

官邸資料
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駆けつけて敵の反撃をかわし、せん滅する必要。相手を上回
る兵器と戦闘能力を要する。幾多の例で人質は犠牲に
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南スーダンPKO部隊参謀長 「政府軍も反政府軍も主力戦
車や大砲、さらには戦闘ヘリなど、あらゆる兵器を使って戦闘
を行っています。ですからこれは戦争です。内戦です。」



- 18 -

駆けつけ警護のために何が必要か①
建設大隊ではなく、中央即応集団。特殊作戦。
重装備。
装甲車で機動する機関砲や対戦車砲・ロケットなど重火器で武装した数百人の大
規模な部隊、制空権確保のため戦闘ヘリ部隊まで必要
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何が必要か②軍事訓練
６月のモンゴルでのＰＫＯ多国間演習「カーン・クエスト」

・住民が食糧を求めて暴動を起こしたのを鎮圧する想定

・市街地、丘陵地での銃撃戦、家宅捜索
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何が必要か③
死傷者が出たときの体制

防衛大綱２０１３年
「事態対処時における救急救命措置に係る
制度改正を含めた検討、第一線の救護能力
の向上・・・迅速な後送態勢の整備」

「防衛看護学」
第 1章 災害看護
第２章 国際平和協力活動における看護
第３章 戦傷病看護 韓国軍と自衛隊による救護演習
第１節 作戦地域における看護の特性
第２節 戦傷病治療における看護
第３節 ＮＢＣ攻撃による傷病者の看護

第４章 健康管理
第５章 メンタルヘルス

「防衛省・自衛隊の第一線救護に
おける適確な救命に関する検討会」
４月２２日、６月１７日、７月２３日と三回開催
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「防衛省・自衛隊の第一線救護における適確な救命に関する検討会」

戦争法が成立していないにもかかわらず、前線・戦闘地域での戦闘と
負傷者の発生、救護態勢、後送態勢を検討
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米軍のベトナム戦争、
アフガニスタン戦争、
イラク戦争の
戦傷者のパターンと
救護体制を検討



- 23 -

米軍が街を包囲し、６０００人ものイラク人を殺りくした2004年4月ファル
ージャの戦闘を教訓として検討 自衛隊も同様場面を想定
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自衛隊での戦死教育

精神教育への「死生観」教育の導入
１９９６年に一旦導入されたが中断。２００２年に復活。
ＰＫＯ派遣からイラク派遣に深く関わる。

「死生観は個人の問題」（１９８５年）

↓
「危険度のより高い紛争地域での
活動への初級幹部の派遣の必要」
「旺盛な使命感とこれを支える死
生観の確立の有無が任務達成度
を大きく左右する」
（2002年、陸自幹部候補生学校）

（中央即応連隊 山本雅治連隊長）

つまり海外派兵では国策のために死ぬ覚悟があるかどうかが決定的
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2008年3月
中央即応連隊発足式
でのあいさつ
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海外で活動するＮＧＯが次々に反対を表明

「自衛隊に来て欲しくない」

「誘拐されても、軍がでると必ず殺され
る。村の長老に仲介を頼む」

「駆けつけ警護なんてされると困り
ます。
いらんことはしないでくれ」
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南スーダンＰＫＯから撤退すべき
・憲法に違反している
・内戦状態 停戦合意が崩れている 法律にも違反している
・軍隊の派遣と武力行使は「報復とテロの連鎖」を生み出すだけ。
・仮に人道援助でも国家支配、軍事作戦の片棒をかつぐ。
・自衛隊員だけでなく、日本に住む者全体の問題。
・交代させるな。今すぐ撤退を。

辺野古基地建設を中止

違憲の戦争法はいますぐ廃止



- 27 -



- 28 -

2000万人「戦争法の廃止を求める統一署名」

一、戦争法である「平和安全保障関連法」をすみやかに廃止してください。
一、立憲主義の原則を堅持し、憲法9条を守り、いかしてください。

（提起：戦争させない・9条壊すな！総がかり行動実行委員会）


